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Information

年金生活者支援給付金制度

請求手続き

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、

年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年

金事務所）が実施します。

①新たに年金生活者支援給付金を受け取る人

対象者には、８月下旬頃から日本年金機構が、請求可能な旨のお知らせを送付しま

す。同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入しご提出してください。令

和４年１月４日までに請求手続きが完了しますと、令和３年 10 月分からさかのぼって受

け取ることができます。

②年金を受給しはじめる人

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

問い合わせ先　給付金専用ダイヤル

☎０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）

　日本年金機構や厚生労働省が、 電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・

暗証番号をお聞きしたり、 手数料などの金銭を求めることはありません。

年金給付金 検索

Information

伊佐市総合防災訓練
９月５日 （日） ８時

　伊佐市総合防災訓練の実施に伴い、伊佐市全域で

サイレン吹鳴を行います。また、携帯電話をお持ち

の人には緊急速報メールまたはエリアメールを発信

します（内容：避難指示発令）。

問い合わせ先　総務課交通消防防災係　　　１１１８

※受信に支障がある人は、各自で設定をお願いします（機種により異なります）。

内線

　対象者：要件をすべて満たしている必要があります

老齢基礎年金を受給している人

　〇 65 歳以上である
　〇世帯員全員が市町村民税が非課税
　　となっている
　〇年金収入額とその他所得額の合計
　　が約 88 万円以下である

　　障害基礎年金・遺族基礎年金

　　を受給している人

〇前年の所得額が約 472 万円
　以下である

請求手続きは

お早めに！
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消費税の適格請求書等保存方式の説明会
～事業者は、どなたでも参加できます！～

　消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」（いわゆる「インボ

イス制度」）が令和５年 10 月１日から導入され、 本年 10 月１日から適格請求書発行事

業者の登録申請の受付が開始されます。

　適格請求書等保存方式とは、買手が、仕入れに係る消費税額について、仕入税額控

除の適用を受けるためには、原則として、売手の事業者から交付を受けた「適格請求

書」等の保存を必要とする制度です。

　税務署では、「インボイス制度の概要に関する説明会」を開催します。

説明会の日程や適格請求書等保存方式に関する詳しい情報は、国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp）内の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

開催日 時間 定員 事前予約

9 月　 8 日 （水）
10 ： 00 ～ 11 ： 00

各 20 人 9 月　 6 日 （月） 17 時まで
14 ： 00 ～ 15 ： 00

9 月 15 日 （水）
10 ： 00 ～ 11 ： 00

各 20 人 9 月 13 日 （月） 17 時まで
14 ： 00 ～ 15 ： 00

9 月 29 日 （水）
10 ： 00 ～ 11 ： 00

各 20 人 9 月 27 日 （月） 17 時まで
14 ： 00 ～ 15 ： 00

開催場所 　加治木税務署　２階会議室 （姶良市加治木町諏訪町 13 番地）

〇参加費用は無料です。

〇事前予約制で開催していますので、参加を希望する場合はご連絡ください。

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウ

イルス感染症等の急激な拡大等によって、開催が中止となる場合もあります。

予約・問い合わせ先　加治木税務署法人課税部門　☎０９９５－６２－４９２０

適格請求書等保存方式及び軽減税率制度に関する相談先

専用ダイヤル　☎０１２０－２０５－５５３

　地震、火災、風水害などの災害により住宅などの財産に損害を受けた場合（一定の

要件を満たす場合に限る）には、市税等（個人住民税、固定資産税、国民健康保険税、

介護保険料、後期高齢者医療保険料）及び県税（個人事業税、自動車税種別割、不動

産取得税、産業廃棄物税、個人県民税）の減免や納期限の延長などの措置を受けるこ

とができます。詳しくはお問い合わせください。

自然災害による税の減免制度

問い合わせ先　税務課市民税係　　　１１８６

姶良・伊佐地域振興局県税課　☎０９９５－６３－８１２６

内線
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校区コミュニティ巡回健康相談
　市では市民のみなさまの健康の維持・増進を目的とした健康相談を行います。校区外

にお住まいの人もご利用できます。お気軽にお越しください。

【内容】　・血圧測定、体重測定　 ・ご自身やご家族などの健康に関する相談

◎相談には保健師や管理栄養士等が対応します。

◎新型コロナウイルス感染症防止のためマスクの着用をお願いします。

問い合わせ先　市民課健康推進係　　　１２４３

コミュニティ協議会 日　付 時　間 場　所

南永校区 ９ 月　 ９日 （木） 　9:30 ～ 1 1:00  南永校区コミュニティセンター

平出水校区 ９ 月 16 日 （木） 13:30 ～ 1 5:00  平出水いなほ館
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３条件を備えた

「伊佐市産の食材を

　 使ったメニュー」の統一名称

※「伊佐米膳」の名称使用にあたって料金

　等は発生しません。また、伊佐米膳の新

　規取り組みにあたって助成金等はありま

　せん。

問い合わせ先　伊佐ＰＲ課交流ビジネス推進係　☎２９－４１１３　　 ３２６

　会議では、伊佐の新しい名物となるよ

うな「おかず」の開発などについても協

議していますので、興味がある人はぜひ

ご参加ください。

※参加希望の人は、前日までに伊佐ＰＲ

　課までご連絡ください（10 月以降も

　随時受け付けます）。

・ 伊佐米膳会議 ・

　伊佐のおもてなし料理「伊佐米膳」は、現在、市内６店舗で提供

を行っており、毎月１回、各店舗の代表者会議を開催しています。

　ポストコロナを見据え、あなたの店舗でも「伊佐米膳」（弁当含む）

を提供しませんか？ご検討の店舗の人は、

ぜひ会議にご参加ください。

あなたのお店でも

「 伊佐米膳 」を提供しませんか？

９月 14日（火）
15時～ 16時

大口ふれあいセンター

 1 階絵画室

開催日

場　所

土鍋や釜を使った炊き立ての伊佐

米を使用していること。

伊佐産の旬の食材を使った９品の

おかずが膳の中にあること。

日本一の菱刈金山にちなんだ金粉

を使用していること。

伊佐米膳の定義

土鍋や釜を使った炊きたての伊佐米

伊佐産の旬の食材を使った 9品のおかず

日本一の菱刈金山にちなみ金粉を使用

鹿児島県伊佐市
鹿児島県最北部に位置する伊佐市。
日本の桜名所百選「忠元公園千本桜」
滝幅日本一「曽木の滝」など豊かな
自然を体感できます。また古くから
「薩摩の米蔵」とされ、四方の山々から
流れ込む豊潤な水と、盆地特有の日中
の寒暖差が「おいしい伊佐米」を作り
だしています。

郡山八幡神社

忠元公園

伊佐市役所
（大口）

伊佐市役所
（菱刈）

曽木の滝

至 水俣

至 人吉

至 出水

至 さつま町
至 栗野

１

２

３

４ ５

大口グリーンホテル レストラン風車１

奈加夢羅２

食べ遊び ふる澤３

沖田黒豚牧場
牧場民宿レストラン 和 - のどか -

４

コンテナビレッジ２６８５

伊佐米膳を提供しているお店

伊佐米膳の定義

土鍋や釜を使った炊きたての伊佐米

伊佐産の旬の食材を使った 9品のおかず

日本一の菱刈金山にちなみ金粉を使用

鹿児島県伊佐市
鹿児島県最北部に位置する伊佐市。
日本の桜名所百選「忠元公園千本桜」
滝幅日本一「曽木の滝」など豊かな
自然を体感できます。また古くから
「薩摩の米蔵」とされ、四方の山々から
流れ込む豊潤な水と、盆地特有の日中
の寒暖差が「おいしい伊佐米」を作り
だしています。

郡山八幡神社

忠元公園

伊佐市役所
（大口）

伊佐市役所
（菱刈）

曽木の滝

至 水俣

至 人吉

至 出水

至 さつま町
至 栗野

１

２

３

４ ５

大口グリーンホテル レストラン風車１

奈加夢羅２

食べ遊び ふる澤３

沖田黒豚牧場
牧場民宿レストラン 和 - のどか -

４

コンテナビレッジ２６８５

伊佐米膳を提供しているお店

伊佐米膳の定義

土鍋や釜を使った炊きたての伊佐米

伊佐産の旬の食材を使った 9品のおかず

日本一の菱刈金山にちなみ金粉を使用

鹿児島県伊佐市
鹿児島県最北部に位置する伊佐市。
日本の桜名所百選「忠元公園千本桜」
滝幅日本一「曽木の滝」など豊かな
自然を体感できます。また古くから
「薩摩の米蔵」とされ、四方の山々から
流れ込む豊潤な水と、盆地特有の日中
の寒暖差が「おいしい伊佐米」を作り
だしています。

郡山八幡神社

忠元公園

伊佐市役所
（大口）

伊佐市役所
（菱刈）

曽木の滝

至 水俣

至 人吉

至 出水

至 さつま町
至 栗野

１

２

３

４ ５

大口グリーンホテル レストラン風車１

奈加夢羅２

食べ遊び ふる澤３

沖田黒豚牧場
牧場民宿レストラン 和 - のどか -

４

コンテナビレッジ２６８５

伊佐米膳を提供しているお店

伊佐米膳とは？

内線

内線
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※老人の日…老人福祉法によって定められた記念日

※

９月15日は「老人の日」

９月15日～21日は「老人週間」
いいいいききききいいいいきききき

いつまでも

　　　と

安心して

暮らせるように

Information

Information

問い合わせ先　長寿介護課高齢福祉係　　　１２２４

対象者　市内に住所を有する７０歳以上（今年度中に７０歳になる人も含む）の人

　敬老の日に、高齢者を敬い長寿を祝うことを目的に、「大口温泉高熊荘」と「まご

し温泉」の利用料を無料とします。受付に申し出てください。

※大口温泉高熊荘は通常の休館日にあたりますが、特別に開館します。に開館します。

９月20日（月）

敬老の日の無料入浴

敬老の日

Information

就労支援相談社会参加支援相談
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県男女共同参画センター相談室
～新たな専門相談が始まりました～

女性のための

支援相談

　社会とのつながりを持ちたい、働

きたいけれど働くのが不安な人へ社

会参加に向けたサポートをします。

日　　時　原則第４木曜日

９時～ 17 時

　働く準備をしたい、自分の適職を知

りたい人へ必要な経験やスキルを見極

めて、一人ひとりに合った働き方を見

つけるためのサポートをします。

日　　時　原則第１水曜日

９時～ 17 時

相談室専用電話 （相談料無料）

☎０９９－２２１－６６３０

☎０９９－２２１－６６３１

問い合わせ先　伊佐市老人クラブ事務局

　（大口元気こころ館内）☎２３－２３６１

老人クラブに入会し、仲間と集い、

高齢者の元気な姿を示しましょう。

内線
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丸池公園霧島アートの森

湯の児海水浴場

湯の児海水浴場

Information

　空港バスは、水俣・伊佐・湧水地域と鹿児島空港を

結ぶ重要な交通手段です。

　しかし、年々利用者が減少しているため、このまま

では路線の維持が難しくなってしまいます。大切なバ

ス路線を守っていくためにも、ご利用をよろしくお願

いします。
　県際特急バスは

新型コロナウイル

ス感染拡大防止の

ための対策を実施

しています。

　ご利用のみなさ

まにも、感染予防

にご協力をお願い

します。

問い合わせ先

南国交通株式会社　

☎０９９５－２２－１４３５

企画政策課まちづくり政策係

☎２３－１３１１　　 １３０３

◎飛行機◎バス

鹿児島→東京
（約１時間 55 分）最短約 38 分

鹿児島市内 ・ 空港間

水俣市

伊佐市

湧水町

鹿児島空港

伊佐 ・水俣間

約５７分

伊佐 ・湧水間

約３０分

伊佐 ・空港間

約６０分

◎九州新幹線

新水俣→新大阪（約３時間 49 分）

新水俣→博多（約１時間３分）

★ゆうすい町

★みなまた市

空港バスを利用しよう！

時刻表・バス停

の情報はこちら！

https://nangoku-kotsu.com

　時刻表は、各庁舎窓口で配布しているほか、

南国交通㈱のホームページでも時刻表・運賃

等を確認できます。また、市内公共交通等の

ご利用もあわせてお願いします。

シカの森林・生態系被害を防ぐことを目的に、次の期日において九州各関係県および九

州森林管理署が連携し、シカの捕獲活動を行います。伊佐市内の山林等においても猟友会

の方々が銃器やわなによる捕獲活動を行いますのでご注意ください。

活 動 時 間　日の出から日没

一斉捕獲日　９月12日 （日）・19日 （日）・26日 （日）

問い合わせ先　林務課鳥獣対策係　　　２１３１

シカの九州一斉捕獲活動の実施

内線

内線
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伊佐市からのお知らせ伊佐市役所代表電話　☎２３－１３１１ （内線番号をお伝えください。 担当係におつなぎします。）

広告

自
殺
予
防
週
間
に
係
る
普
及
啓
発
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

総
務
省
統
計
局
（
鹿
児
島
県
）
で
は
、

令
和
３
年
10
月
20
日
現
在
で
、
社
会
生
活

基
本
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
国
民
生
活
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
統
計

法（
国
の
統
計
に
関
す
る
基
本
的
な
法
律
）

に
基
づ
き
実
施
す
る
国
の
重
要
な
統
計
調

査
で
す
。

　

調
査
結
果
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
の
推
進
、
少
子
高
齢
化
対
策
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
状
況
の
把
握
な
ど
、

令
和
３
年
社
会
生
活
基
本
調
査
に
ご

回
答
を
お
願
い
し
ま
す

お
知
ら
せ

国
や
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
各
種
施
策

の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

〇
調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
は
、
10
月

上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
、
調
査
員
が

　

伺
い
、
調
査
書
類
を
お
配
り
し
ま
す
。

〇
回
答
は
、
紙
の
調
査
票
へ
の
記
入
だ
け

　

で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ご
回

答
い
た
だ
け
ま
す
。
い
つ
で
も
回
答
可

能
で
便
利
な
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
回
答
を
ぜ
ひ

　

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◆
調
査
の
趣
旨
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
ご
回
答

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

県
庁
統
計
課
人
口
労
働
統
計
係

☎
０
９
９
―
２
８
６
―
２
４
８
２

　

計
量
法
に
よ
り
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
８

年
で
取
替
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
が
委
託
す
る
市
内
の
管
工
事
組
合
等

が
対
象
の
ご
家
庭
に
伺
い
、
無
料
で
交
換

し
ま
す
。
対
象
の
ご
家
庭
に
は
事
前
に
検

針
票
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

メ
ー
タ
ー
器
本
体
は
貸
与
と
な
り
ま
す

の
で
、
管
理
に
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

９
月
の
市
水
道
メ
ー
タ
ー
器
取
替
え

４
０
０
ml
献
血
に
ご
協
力
を
!!

　

次
の
日
程
で
献
血
を
実
施
し
ま
す
。
み

な
さ
ま
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

日

程

▽
菱
刈
庁
舎

　

９
月
15
日

（水
）

　

９
時
30
分
～
11
時
30
分

12
時
45
分
～
14
時

▽
大
口
庁
舎

　

９
月
17
日

（金
）

　

９
時
15
分
～
11
時
30
分

12
時
45
分
～
14
時

問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
健
康
推
進
係

１
２
４
２

【
大
口
地
区
】

八
坂
町
・
里
町
・
轟
・
仲
町
（
山
野
）・

本
町
・
上
松
・
本
山
野
・
上
之
馬
場

【
菱
刈
地
区
】

　

重
留
西
・
重
留
東
・
産
野
・
田
中
下
・

下
市
山

取
替
え
に
つ
い
て
の
お
願
い

▽
委
託
業
者
が
、
取
替
え
作
業
を
行
い
ま

す
の
で
、
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に

物
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
不
在
の
時
で
も
取
替
え
を
行
い
ま
す
。

そ
の
場
合
は
取
替
え
済
の
お
知
ら
せ
を

郵
便
受
け
な
ど
に
入
れ
て
お
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

水
道
課
管
理
係

１
２
９
２

9
月
10
日
か
ら
9
月
16
日
の
1
週
間
は

｢

自
殺
予
防
週
間｣

と
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
県
内
で
、
こ
の
期
間
に
啓
発
活
動

を
広
く
展
開
し
て
い
ま
す
。
最
新
の
人
口

動
態
統
計
（
令
和
元
年
）
に
よ
る
と
、
令

和
元
年
の
自
殺
者
数
は
全
国
で
は
約
２
万

人
、
本
県
に
お
い
て
も
２
８
５
人
が
自
ら

命
を
絶
っ
て
い
ま
す
。
自
殺
の
原
因
は
複

雑
で
、
そ
の
背
景
に
は
、
こ
こ
ろ
や
体
の

健
康
問
題
、
経
済･

生
活
問
題
、
家
庭
問

題
の
他
、
人
生
観･

価
値
観
や
地
域･

職

場
環
境
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
要
因

が
複
雑
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
社

会
全
体
へ
の
不
安
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る

人
も
増
え
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
に
配
慮
の
上
、
関
係
機

関
と
連
携
し
、
各
種
相
談
支
援
お
よ
び
普

及
啓
発
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

県
庁
障
害
福
祉
課

☎
０
９
９
―
２
８
６
―
２
７
５
４

内
線

内
線

みんな

献血にきてね！



マイナンバーカード
の受取り 休日交付窓口を開設

　平日にマイナンバーカードの受取りが困難な人のために、休日交付窓口を開設します。

※マイナポイントの対象期間が、令和３年９月末から 12 月末までに延長になり

ました （令和３年 4 月末までにマイナンバーカードを申請した人に限る）。

 休日交付日時  ９月18日 （土）　９時～12時

　事前予約制になりますので、９月 16 日 （木） までにお電話での予約をお願いします。

27　　広報いさ  2021.09.01

問い合わせ先　市民課市民係（大口庁舎）　 　　１１５５・１１５７

地域総務課市民窓口係（菱刈庁舎）　　　２１２１・２１２２

内線

内線

　

前
回
の
開
催
時
は
満
員
御
礼
と
な
っ
た
、

大
人
気
の
「
ふ
る
さ
と
寄
席
」。
２
度
目

の
開
催
で
す
。

　

真
打
・
春
風
亭
柳
之
助
師
匠
と
柱
大
黒

さ
ん
が
、
再
び
伊
佐
に
登
場
し
ま
す
。

　

笑
う
門
に
は
福
来
た
る
。
ぜ
ひ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

ふ
る
さ
と
寄
席

春
風
亭
柳
之
助

独
演
会

入

場

料

１
、
０
０
０
円
（
全
席
自
由
）

※
大
口
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
、
菱
刈
図
書

館
等
で
入
場
予
約
券
を
発
行
中
！

※
予
約
券
の
発
行
状
況
に
よ
り
、
当
日
券

　

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
は
産
業
廃

棄
物
で
あ
り
、
排
出
事
業
者
（
農
家
）
の

責
任
で
処
理
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

次
の
と
お
り
処
理
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

日
　
　
時　

９
月
８
日
（
水
）

▽
大
口
地
区　

８
時
～
12
時

▽
菱
刈
地
区　

13
時
～
15
時
30
分

収
集
処
分
場
所　

㈱
三
宝
保
全　
　

伊
佐
市
大
口
宮
人
１
１
９
１
―
７
３

☎
㉘
２
８
８
８

収
集
対
象
品
目

農
業
用
マ
ル
チ
フ
ィ
ル
ム
、
ハ
ウ
ス
用

被
覆
ビ
ニ
ー
ル
、
ト
ン
ネ
ル
用
被
覆
ビ

ニ
ー
ル
、
農
薬
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
、
肥

料
袋
、
飼
料
ラ
ッ
ピ
ン
グ
用
フ
ィ
ル
ム
、

育
苗
箱
、
育
苗
ポ
ッ
ト
等

※
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
・
フ
ィ
ル
ム
等
は
裁

断
処
理
す
る
た
め
、
な
る
べ
く
小
さ
く

折
り
た
た
み
、
ビ
ニ
ー
ル
紐
で
縛
っ
て

持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
農
薬
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
は
、
水
で
中

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
処
理

を
洗
浄
し
て
か
ら
、
潰
さ
ず
に
ポ
リ
袋

に
入
れ
て
運
搬
し
て
く
だ
さ
い
。

処
分
料
金　

１
㎥
当
り

２
、
４
９
０
円

産
業
廃
棄
物
税　

１
㎥
当
り

３
５
０
円

補

助

金

市
：
４
分
の
１
以
内

農
協
：
４
分
の

１
以
内
（
上
限
有
り
）

そ

の

他

○
処
分
料
金
と
印
鑑
を
必
ず
ご
持
参
く
だ

さ
い
（
補
助
金
は
令
和
４
年
３
月
に
振

り
込
ま
れ
ま
す
）。

○
伊
佐
地
域
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

適
正
処
理
推
進
協
議
会
で

搬
入
物
の
検
査
、
量
の
確

認
を
行
い
ま
す
。

※
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
等
を
運
搬
す
る
場
合
、

車
両
の
表
示
及
び
書
面
の

備
え
付
け
が
必
要
で
す
。

不
備
が
あ
る
場
合
は
罰
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
野
焼
き
や
山
林
等
へ
の
不
法
投
棄
は
も

ち
ろ
ん
、
自
家
焼
却
や
自
家
所
有
地
へ

の
埋
め
立
て
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

伊
佐
地
域
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
適

正
処
理
推
進
協
議
会
事
務
局
（
北
さ
つ
ま

農
業
協
同
組
合
伊
佐
配
送
セ
ン
タ
ー
）

☎
㉖
４
１
１
１

産 業廃棄物収集運搬者

伊 佐　太郎

５cm以上

（みほん）

３cm 以上

　

の
販
売
を
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
未
就
学
児
童
は
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
文
化
芸
術
係

☎
㉖
１
５
７
８　

　

２
３
２
３

内
線

笑門来福笑門来福

日  時　

開場 13 時　開演 14 時

会  場　菱刈環境改善センター　　

多目的ホール

　　　10 月２日（土）

　伊佐市出身の真打　伊佐市出身の真打

春風亭柳之助師匠春風亭柳之助師匠
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伊佐市からのお知らせ

　

危
険
物
取
扱
者
試
験
と
そ
の
試
験
準
備

講
習
会
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

○
危
険
物
取
扱
者
試
験

試
験
日
時　

11
月
６
日
（
土
）
10
時
開
始

９
時
30
分
集
合

広告

危
険
物
取
扱
者
試
験

試
験
会
場

出
水
市
・
姶
良
市
・
鹿
児
島
市
・
南
九

州
市
・
薩
摩
川
内
市
・
鹿
屋
市
・
西
之
表

市
・
奄
美
市

試
験
の
種
類

▽
甲
種　

危
険
物
取
扱
者

▽
乙
種　

危
険
物
取
扱
者
（
乙
種
第
１
～

６
類
）

▽
丙
種

危
険
物
取
扱
者

受
験
願
書
の
申
請
方
法
、
申
請
期
間
及
び

申
請
場
所

⑴
消
防
試
験
セ
ン
タ
ー
へ
郵
送
の
場
合

９
月
17
日

（
金
）
～
10
月
１
日
（
金
）

※
１
日
消
印
ま
で
有
効

⑵
電
子
申
請
の
場
合

一
般
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://www.

shoubo-shiken.or.jp

）
か
ら
申
し
込
む

９
月
14
日

（
火
）
９
時
～
28
日

（
火
）

17
時

※
消
防
本
部
、
南
消
防
署
及
び
各
分
遣
所

で
は
、
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

○
伊
佐
湧
水
危
険
物
安
全
協
会
主
催
試
験

準
備
講
習
会

種
　
　
別　

乙
種
第
４
類

日
　
　
時　

10
月
23
日
（
土
）

９
時
～
17
時

場
　
　
所　

伊
佐
市
菱
刈
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

研
修
室

受

講

料

２
、
７
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

※
テ
キ
ス
ト
の
み
の
注
文
も
で
き
ま
す
。

受
講
の
申
込

　

消
防
本
部
・
菱
刈
分
遣
所
・
南
消
防
署
・

吉
松
分
遣
所
の
い
ず
れ
か
に
受
講
料
を
添

え
て
10
月
１
日
（
金
）
ま
で
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
等
の
理
由
に
よ
り
、
試
験
準
備
講
習

会
は
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

伊
佐
湧
水
消
防
組
合
消
防
本
部
予
防
課
危

険
物
係

☎
㉒
０
１
１
９

の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
法
改
正
に

つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
①

を
、
届
出
等
様
式
に
つ
い
て
は
鹿
児
島
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
②
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
食
品
衛
生
申
請
等
シ
ス
テ
ム
③

の
開
始
に
伴
い
、
今
ま
で
営
業
所
を
所
管

す
る
保
健
所
の
窓
口
で
手
続
き
を
す
る
必

要
が
あ
っ
た
営
業
許
可
等
の
申
請
・
届
出

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
申
請
・

届
出
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

営
業
許
可
等
の
手
続
き
の
効
率
化
が
図
れ

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

大
口
保
健
所
衛
生
係
（
担
当
：
早
田
）

☎
㉓
５
１
０
６

「
食
品
衛
生
法
」
は
、

前
回
の
法
改
正
か
ら
15
年

が
経
過
し
て
お
り
、
食
を

取
り
巻
く
環
境
の
変
化
や
国
際
化
等
に
対

応
し
て
食
品
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

平
成
30
年
６
月
に
改
正
さ
れ
、
令
和
３
年

６
月
１
日
か
ら
完
全
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
改
正
点

〇
食
品
営
業
許
可
業
種
の
再
編
及
び
営
業

　

届
出
の
創
設

〇
原
則
、
全
て
の
食
品
等
事
業
者
に
Ｈ
Ａ

　

Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
沿
っ
た
衛
生
管
理
と
食
品
衛

生
責
任
者
の
選
任
（
要
資
格
者
）
を
義

　

務
付
け

〇
食
品
等
の
「
自
主
回
収
（
リ
コ
ー
ル
）

情
報
」
は
行
政
へ
の
報
告
を
義
務
化

こ
の
法
改
正
に
よ
り
、
法
令
に
基
づ
い

た
届
出
制
と
な
っ
た
た
め
、
給
食
施
設
や

食
品
の
製
造
・
加
工
業
等
の
事
業
者
は
改

め
て
届
出
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す(

猶

予
期
間
は
令
和
3
年
11
月
30
日
ま
で)

。

あ
ら
か
じ
め
保
健
所
に
事
前
確
認
の
う

え
、
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
確
認
作
業
や
相
談
に
時
間
を
要

し
ま
す
の
で
、
早
め
に
保
健
所
へ
の
事
前

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
ご
利
用
の
人
は
次

食
品
営
業
者
の
方
々
へ

（別紙）

食品営業者の方々へ（お知らせ）

「食品衛生法」は，前回の法改正から 15 年が経過しており，食を取り巻く環境の変化

や国際化等に対応して食品の安全を確保するため，平成 30 年６月に改正され，令和３

年６月１日から完全施行されました。

主な改正点として，

・食品営業許可業種の再編及び営業届出の創設

・原則，全ての食品等事業者に HACCP に沿った衛生管理と食品衛生責任者の選任

（要資格者）を義務付け

・食品等の「自主回収（リコール）情報」は行政への報告を義務化

があります。

この法改正により，法令に基づいた届出制となったため，給食施設や食品の製造・加

工業等の事業者は改めて届出を行う必要がありますので(猶予期間は令和 3 年 11 月

30 日まで)，あらかじめ保健所に事前確認の上，お手続きください。

なお，確認作業や相談に時間を要しますので，早めに保健所への事前確認をお願いし

ます。

スマートフォンをご利用の方は次のＱＲコードを読み取り，法改正については「厚生労

働省ホームページ」を，届出等様式については「鹿児島県ホームページ」を参考にしてく

ださい。

また，「食品衛生申請等システム」に開始に伴い，今まで営業所を所管する保健所の窓

口で手続きをする必要があった営業許可等の申請・届出は，インターネットを通じて申

請・届出ができるようになっています。 営業許可等の手続きの効率化が図れますので，

ぜひご活用ください。

「厚生労働省ホームページ」 「鹿児島県ホームページ」 「食品衛生申請等システム」

（ご連絡先）
大口保健所衛生係 担当：早田（はやた）
TEL:0995-23-5106，FAX：0995-23-5124
Mail:ookuchi-eisei@pref.kagoshima.lg.jp

①

厚生労働省 HP

鹿児島県 HP

食品衛生申請等システム

②

（別紙）

食品営業者の方々へ（お知らせ）

「食品衛生法」は，前回の法改正から 15 年が経過しており，食を取り巻く環境の変化

や国際化等に対応して食品の安全を確保するため，平成 30 年６月に改正され，令和３

年６月１日から完全施行されました。

主な改正点として，

・食品営業許可業種の再編及び営業届出の創設

・原則，全ての食品等事業者に HACCP に沿った衛生管理と食品衛生責任者の選任

（要資格者）を義務付け

・食品等の「自主回収（リコール）情報」は行政への報告を義務化

があります。

この法改正により，法令に基づいた届出制となったため，給食施設や食品の製造・加

工業等の事業者は改めて届出を行う必要がありますので(猶予期間は令和 3 年 11 月

30 日まで)，あらかじめ保健所に事前確認の上，お手続きください。

なお，確認作業や相談に時間を要しますので，早めに保健所への事前確認をお願いし

ます。

スマートフォンをご利用の方は次のＱＲコードを読み取り，法改正については「厚生労

働省ホームページ」を，届出等様式については「鹿児島県ホームページ」を参考にしてく

ださい。

また，「食品衛生申請等システム」に開始に伴い，今まで営業所を所管する保健所の窓

口で手続きをする必要があった営業許可等の申請・届出は，インターネットを通じて申

請・届出ができるようになっています。 営業許可等の手続きの効率化が図れますので，

ぜひご活用ください。

「厚生労働省ホームページ」 「鹿児島県ホームページ」 「食品衛生申請等システム」

（ご連絡先）
大口保健所衛生係 担当：早田（はやた）
TEL:0995-23-5106，FAX：0995-23-5124
Mail:ookuchi-eisei@pref.kagoshima.lg.jp

③


